
尼崎市民間社会福祉施設（保育所、幼保連携型認定こども園）運営支援事業補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 利用者処遇に直接影響のある施設職員を配置基準以上に配置している尼崎市内に設

置する民間社会福祉施設に対して、人件費の一部を支援することにより、利用者の処遇の

向上を図ることを目的とする。 

（交付対象者） 

第２条 児童福祉法(昭和２２年法律第１６４号)に規定する認可保育所及び就学前の子ども

に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）第

１７条に規定する幼保連携型認定こども園（以下「交付対象事業者」という。）を対象と

する。 

（交付対象経費） 

第３条 交付対象事業者において、利用者処遇に直接影響のある施設職員の加配に要する経

費とする。 

（補助金の額） 

第４条 市長は予算の範囲内において、この要綱に基づき経費の一部を補助するものとし、

補助金の額は別表１の規定に基づき算出した額とする。 

（交付申請） 

第５条 補助金を受けようとする交付対象事業者は、尼崎市民間社会福祉施設（保育所、幼

保連携型認定こども園）運営支援事業補助金交付申請書（様式第１号）を市長に指定する

期日までに提出しなければならない。 

（交付決定） 

第６条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、関係書類を審査し、当該申請

に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内において補助金の交付を決

定（以下「交付決定」という。）するものとする。 

２ 市長は、交付決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要がある

ときは、条件を付すものとする。 

３ 市長は、交付決定の内容及びこれに付した条件を尼崎市民間社会福祉施設（保育所、幼

保連携型認定こども園）運営支援事業補助金交付決定通知書（様式第２号）により交付の

申請をした交付対象事業者に通知するものとする。 

（交付決定額の変更） 

第７条 前条第３項の規定により、補助金の交付決定を受けた者（以下「交付決定事業者」

という。）が通知された補助金の額（以下「交付決定額」という。）の変更を受けようと

する場合には、尼崎市民間社会福祉施設（保育所、幼保連携型認定こども園）運営支援事

業補助金変更交付申請書（様式第３号）に関係書類を添付して市長に指定する期日までに

提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により、交付決定額の変更を決定したときは、尼崎市民間社会福祉

施設（保育所、幼保連携型認定こども園）運営支援事業補助金交付決定変更通知書（様式

第４号）により交付決定事業者に通知するものとする。 

（実績報告等） 

第８条 交付決定事業者は、事業完了後速やかに、尼崎市民間社会福祉施設（保育所、幼保

連携型認定こども園）運営支援事業補助金事業実績報告書（様式第５号）を市長に指定す

る期日までに提出しなければならない。 

（請求等） 

第９条 交付決定事業者は、尼崎市民間社会福祉施設（保育所、幼保連携型認定こども園）

運営支援事業補助金請求書（様式第６号）を提出して市長に補助金を請求するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により請求があったときは、交付決定事業者に補助金を交付するも

のとする。  

（補助金の取り消し等） 



第１０条 市長は、交付決定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、既に

行った交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を尼崎市民間社会福

祉施設（保育所、幼保連携型認定こども園）運営支援事業補助金返還命令書（様式第７号）

により返還させることができる。 

（１）この要綱の規定に違反したとき。 

（２）補助金を目的以外の用途に使用したとき。 

（３）偽りその他不正な手段により補助金を受けたとき。 

（４）尼崎市暴力団排除条例に規定する第２条第２項から第４項に該当するとき。 

（５）暴力団等の利益になるとき。 

（善管注意義務） 

第１１条 交付決定事業者は、当該補助金に係る部分について善良な管理者の注意をもって

管理するとともに、その適切な運用を図らなければならない。 

（補則） 

第１２条 この要綱の施行について必要な事項は、主管局長が定める。 

 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２２年１月５日から実施する。 

（経過措置） 

１ 平成２１年度分に係る交付事業の対象となる経費については、平成２１年４月１日に遡

及して適用する。 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２４年２月１４日から実施する。 

（経過措置） 

１ 平成２３年度分に係る交付事業の対象となる経費については、平成２３年４月１日に遡

及して適用する。 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２５年７月１日から実施する。 

（経過措置） 

１ 平成２６年度分に係る交付事業の対象となる経費については、平成２６年４月１日に遡

及して適用する。 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２７年１１月４日から実施する。 

（経過措置） 

１ 平成２７年度分に係る交付事業の対象となる経費については、平成２７年４月１日に遡

及して適用する。 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２９年３月３日から実施する。 

（経過措置） 

１ 平成２８年度分に係る交付事業の対象となる経費については、平成２８年４月１日に遡

及して適用する。 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２９年１２月２６日から実施する。 

（経過措置） 

１ 平成２９年度分に係る交付事業の対象となる経費については、平成２９年４月１日に遡

及して適用する。 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和元年１０月３１日から実施する。 

（経過措置） 

１ 令和元年度分に係る交付事業の対象となる経費については、平成３１年４月１日に遡及



して適用する。 

 

 

 

別表１  

 

補助金の額 

 

施設の配置基準を上回る実人員（国等による加配人数分を除く）を配置した場合に、次の

a、bにより算定した額の合計額とする。 

 

a 交付額＝加配人数×９０千円（ただし、職員１人当たりの平均勤続年数※が１１年以

上の施設にあっては、１０８千円とする。） 

※ 職員１人当たりの平均勤続年数とは、交付申請年度の施設型給付費等に係る処遇改善

等加算率の申請に用いた年数をいう。 

 

b 交付額＝加配人数×８／１５×３０千円 

 

 
 


